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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外周面に形成された位置決め溝を有するレンズ装置の被写体側に装着される光学アクセ
サリであって、
　該光学アクセサリは、前記レンズ装置に固定するためのアクセサリ取付枠を有し、
　該アクセサリ取付枠は、周方向の少なくとも１か所に、該光学アクセサリを前記レンズ
装置に固定するための固定部を有し、
　該固定部は、前記アクセサリ取付枠を径方向に貫通する雌ねじ部と、該雌ねじ部に径方
向内側に向けて螺合する雄ねじ部と、前記アクセサリ取付枠に端部が固定された弾性部材
と、を含み、
　前記弾性部材の端部は、前記アクセサリ取付枠の端面に固定され、前記弾性部材の一部
には凸部が設けられ、前記雄ねじ部を前記雌ねじ部に螺入させることによって、前記雄ね
じ部の先端が前記弾性部材を押圧して前記凸部を前記レンズ装置の前記位置決め溝に押圧
することにより、前記光学アクセサリを前記レンズ装置に固定する、
ことを特徴とする光学アクセサリ。
【請求項２】
　前記アクセサリ取付枠は、光軸方向の端面の径方向内側の一部を光軸方向に切り欠く形
状を有する固定構造収容部を有し、
　前記雄ねじ部の先端は、前記固定構造収容部に突き出し、前記弾性部材の前記凸部は前
記固定構造収容部に収容される、
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ことを特徴とする請求項１に記載の光学アクセサリ。
【請求項３】
　前記弾性部材は金属製の板ばねであることを特徴とする請求項１または２に記載の光学
アクセサリ。
【請求項４】
　前記アクセサリ取付枠の、前記雄ねじ部の位置の光軸に対し反対側の内周面には、摩擦
材が構成されることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の光学アクセサリ
。
【請求項５】
　前記摩擦材は、前記雄ねじ部の位置の光軸に対し反対側の位相を中心とする９０°以上
の範囲にわたって構成されることを特徴とする請求項４に記載の光学アクセサリ。
【請求項６】
　前記摩擦材はゴムであり、前記アクセサリ取付枠の内周面に接着されていることを特徴
とする請求項４または５に記載の光学アクセサリ。
【請求項７】
　前記摩擦材はエラストマーであり、前記アクセサリ取付枠との一体成型により構成され
ていることを特徴とする請求項４または５に記載の光学アクセサリ。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載の光学アクセサリを備えるレンズ装置。
【請求項９】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載の光学アクセサリを備えるレンズ装置と、カメラ
装置と、を有する撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レンズの光学アクセサリに関し、特にレンズの被写体側に取り付けられる光
学アクセサリ、及び、それを有するレンズ装置及び撮影装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　カメラやビデオカメラなど撮像装置のレンズ装置は、レンズ装置を置いた際などにレン
ズを傷つけないよう保護するため、一般的に最前面のレンズよりも鏡筒の被写体側端を被
写体側に突出させている。以下、最前面のレンズよりも被写体側に突出した鏡筒をレンズ
保護鏡筒と呼ぶ。
【０００３】
　従来から、このようなレンズ装置の前方（被写体側）に取付けられる光学アクセサリが
市販されている。例えば、レンズフード（特許文献１）や光学フィルタやテレコンバータ
、ワイドコンバータ、ワイドアタッチメント、フィッシュアイアタッチメント、クローズ
アップレンズなどが知られている。
【０００４】
　光学アクセサリのレンズ装置への取付けについて、レンズフードのレンズ装置への取り
付けの例を取り上げ、以下に説明する。アクセサリ取付枠の内径とレンズ装置の光学アク
セサリ取付ける部分の外径は略同径であり、取り付けの際にはまずアクセサリ取付枠をレ
ンズ装置の前方から挿入する。次に、アクセサリ取付枠の後端がレンズ装置外径部のフラ
ンジ部に当接したところで、アクセサリ取付枠のロックネジ（雄ねじ部）を締め付ける。
アクセサリ取付枠の取り付け部内径側には、一端をアクセサリ取付枠に固定された円弧状
の係止部材が配設されている。ロックネジを締め付けると押圧されて弾性変形した前記係
止部材の一部がレンズ装置外径部に設けられた溝に係合し、光学アクセサリとしてのレン
ズフードをレンズ装置に固定することができる。
【０００５】
　また、特許文献２では、アクセサリ取付枠を樹脂で製作し、ロックネジとレンズ装置外
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径部との間に、円弧状の係止部材を介さず、レンズ装置外径部に直接ロックネジを当接さ
せることで、光学アクセサリをレンズ装置に固定する方法が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平９－２１１３０３号公報
【特許文献２】特開平１１－２８２０４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１には、従来技術の光学アクセサリをレンズ鏡筒に固定するこ
とによってレンズ装置が変形し、変形がレンズの繰出し機構に伝わることでレンズ装置の
作動が悪くなってしまうとの記載がある。
【０００８】
　特許文献１では、その課題を解決するために、レンズ装置のアクセサリ取付け部とレン
ズ繰出し機構とを別部材で構成し、光学アクセサリの固定による変形がレンズ繰出し機構
に伝わらないようにする方法を提案している。しかし、光学アクセサリでの改善では無い
ため、特許文献１の技術が適用されていない別のレンズ装置に特許文献１の光学アクセサ
リを取り付ける場合には、レンズ装置の作動が悪くなる恐れがあり、光学アクセサリの汎
用性を高めることはできない。
【０００９】
　また、特許文献２のように、光学アクセサリのアクセサリ取付枠を樹脂で製作すると、
一般的なレンズ装置外径部の材質である金属よりも樹脂の方が、力がかかった時の変形が
大きいため、レンズ装置が変形するより先にアクセサリ取付枠が変形する。そのため光学
アクセサリを取り付けてもレンズの繰出し機構が変形しにくいので、レンズ装置の作動が
悪化する可能性が低い。
【００１０】
　しかし、特許文献２のようにロックネジを直接レンズ装置外径部に当接させると、ロッ
クネジによる傷がアクセサリを取り外した後にレンズ装置の外観に露出してしまい、レン
ズ装置の品位を損なってしまう。一般にアクセサリ取付枠を樹脂で製作する目的はコスト
ダウンであるため、アクセサリ取付枠は樹脂成型によって製造される。樹脂成型の場合、
レンズ装置の保護のために特許文献１の光学アクセサリのような円弧状の係止部材を納め
る溝をアクセサリ取付枠の内径に設けるためは、通常の樹脂成型に加えて、特別な加工が
必要になる。特別な加工とは、内径スライドのような複雑な型構造を要する製法や、成型
後の内径溝加工が考えられ、その他にも特許文献２のような二体化構造によっても内径溝
の構造が設けられるが、いずれもコストアップの要因になる。
【００１１】
　従って、アクセサリ取付枠を樹脂化することによる光学アクセサリの取り付けによるレ
ンズ装置の変形の防止と、レンズ装置外径部の保護による品位の向上の両方を満足しなが
ら、コストダウンを達成することが課題になっている。
【００１２】
　そこで、本発明の目的は、レンズ装置の操作性を悪化させず、レンズ装置の外径部に傷
を付けることなく固定することを可能にした安価な樹脂製のアクセサリ取付枠を備える光
学アクセサリ及びそれを有するレンズ装置及び撮影装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために、本発明は、外周面に形成された位置決め溝を有するレンズ
装置の被写体側に装着される光学アクセサリであって、該光学アクセサリは、前記レンズ
装置に固定するためのアクセサリ取付枠を有し、該アクセサリ取付枠は、周方向の少なく
とも１か所に、該光学アクセサリを前記レンズ装置に固定するための固定部を有し、該固
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定部は、前記アクセサリ取付枠を径方向に貫通する雌ねじ部と、該雌ねじ部に径方向内側
に向けて螺合する雄ねじ部と、前記アクセサリ取付枠に端部が固定された弾性部材と、を
含み、前記弾性部材の端部は、前記アクセサリ取付枠の端面に固定され、前記弾性部材の
一部には凸部が設けられ、前記雄ねじ部を前記雌ねじ部に螺入させることによって、前記
雄ねじ部の先端が前記弾性部材を押圧して前記凸部を前記レンズ装置の前記位置決め溝に
押圧することにより、前記光学アクセサリを前記レンズ装置に固定する、ことを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、レンズ装置の操作性を悪化させず、レンズ装置の外径部に傷を付ける
ことなく固定することを可能にした安価な樹脂製のアクセサリ取付枠を備える光学アクセ
サリ及びそれを有するレンズ装置及び撮影装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の光学アクセサリの代表的な構成を示す図
【図２】本発明の光学アクセサリをレンズ装置に取り付けた時の様子を示す図
【図３】本発明の光学アクセサリのアクセサリ取付枠の樹脂成型方法の例を示す図
【図４】本発明の第２の実施例の光学アクセサリの代表的な構成を示す図
【図５】本発明の第２の実施例の摩擦材の構成範囲を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に、本発明の好ましい実施の形態を、添付の図面に基づいて詳細に説明する。図１
は、本発明の実施形態に係る光学アクセサリの構成を示す図である。
【実施例１】
【００１７】
　以下、図１及び２を参照して、本発明の第１の実施例による光学アクセサリについて説
明する。
【００１８】
　図１には、本発明の光学アクセサリの代表的な構成を示す。
【００１９】
　樹脂成型により形成されるアクセサリ取付枠１には、光学アクセサリとしてレンズフー
ド２が装着されている。アクセサリ取付枠１には内径部１ａと、内径部１ａの略中心方向
に向けてアクセサリ取付枠の外径から内径に貫通する雌ネジ（雌ねじ部）１ｂが設けられ
る。雌ネジ１ｂと同じ位相に固定構造収容部１ｃがアクセサリ取付枠１の内径部１ａ（径
方向内側）と端面１ｄの一部を光軸方向に切り欠く形で設けられる。さらに、端面１ｄに
は固定座面１ｅが設けられる。ロックネジ（雄ねじ部）３は雌ネジ１ｂと螺合することで
、レンズ装置の光軸に向けた方向（レンズの内径方向）に進退可能に設けられ、ロックネ
ジ３の先端部３ａはアクセサリ取付枠の固定構造収容部１ｃに突き出すように設けられる
。弾性部材としての板ばね４は金属製で、固定端４ａと可動腕４ｂとを有し、可動腕４ｂ
側の一部には凸部４ｃが設けられる。板ばね４は、可動腕４ｂを固定構造収容部１ｃに挿
入した（収容された）状態で、固定端４ａを固定座面１ｅにネジ等の固定手段によって固
定することによって、アクセサリ取付枠１に固定される。さらに可動腕４ｂはロックネジ
３の先端部３ａと接触可能な位置に回り込む形状を備えている。
【００２０】
　図２を用いて光学アクセサリとしてレンズフード２をレンズ装置５の被写体側先端付近
に取り付ける手順を説明する。
【００２１】
　レンズ装置５の被写体側先端には、アクセサリ取付枠１に挿入される外径部５ａとフラ
ンジ部５ｂが設けられ、外径部５ａには、外周面に位置決め溝５ｃが設けられ、位置決め
溝５ｃは外径部５ａの一部を全周にわたって切欠いた形状を備える。
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【００２２】
　まず、レンズフード２が取り付けられたアクセサリ取付枠１の内径部１ａをレンズ装置
５の外径部５ａに嵌めた状態で、端面１ｄがフランジ部５ｂに当接するまで挿入する。こ
の時、板ばね４の凸部４ｃの光軸方向の位置は、レンズ装置５の位置決め溝５ｃの近傍に
ある。
【００２３】
　次にロックネジ３を締付け方向に回転させて雌ネジ１ｂに螺入させると、ロックネジ３
の先端部３ａが板ばね４の可動腕４ｂと当接する。ロックネジ３をさらに締め込むと、板
ばね４が押圧により変形して、凸部４ｃが位置決め溝５ｃに係合して押圧され、レンズフ
ード２がレンズ装置５に固定される。すなわち、板ばね（弾性部材）４、雌ネジ１ｂ、ロ
ックネジ３、固定構造収容部１ｃは、アクセサリ取付枠１をレンズ装置５に固定するため
の固定部を構成している。
【００２４】
　以上説明したように、本発明の光学アクセサリは、アクセサリ取付枠が樹脂製であるた
め、ロックネジ（雄ねじ部）の締め込み時には、アクセサリ取付枠がレンズ装置より先に
変形する。そのため、レンズ装置の作動が悪化することを防止できる。
【００２５】
　また、ロックネジ（雄ねじ部）とレンズ装置の間に、アクセサリ取付枠の端面に固定し
た弾性部材の可動腕を挿入する（介在させる）ことによって、アクセサリ取付枠の内径に
溝を設けることなく、固定時のレンズ装置の傷付きを防止できる。
【００２６】
　さらに、図３に例示するように、固定構造収容部を内径部と端面の一部を切り欠く形状
にすることによって、単純な型構成（図３中のＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）で樹脂成型時に内径部と
同時に固定構造収容部の形状を作成することが可能になる。従って、安価なアクセサリ取
付枠を提供することが可能になる。
【００２７】
　さらに、弾性部材の凸部がレンズ装置の位置決め溝と係合するため、アクセサリ取付枠
の内径に係止部材を設けることなく、光学アクセサリの光軸方向の係止力を向上させるこ
とが可能になる。
【００２８】
　さらに、レンズ装置の位置決め溝と係合する弾性部材が板ばねにより構成されるため、
従来の円弧状の係止部材と比較して安価に製作することが可能になる。
【００２９】
　また、例示した本実施例においては、板ばね４の凸部４ｃは、ロックネジ（雄ねじ部）
３を締め込むことにより、ロックネジ３の先端部３ａが板ばね４の可動腕４ｂと当接し、
板ばね４が押圧により変形して、凸部４ｃが位置決め溝５ｃに係合し、アクセサリ取付枠
１がレンズ装置５に固定される構成を説明した。しかし、本発明はこの構成に限定される
ことはない。アクセサリ取付枠１をレンズ装置の先端に嵌合させることによって、板ばね
４を弾性変形で変形させて凸部４ｃを位置決め溝５ｃに係合させ、この状態でロックネジ
３を締め込むことにより位置決め溝５ｃに係合している凸部４ｃをさらに押圧して、アク
セサリ取付枠１をレンズ装置５に確実に固定する構成としてもよい。また、例示した本実
施例においては、周方向の１箇所において、固定構造収容部１ｃ、雌ネジ（雌ねじ部）１
ｂ、弾性部材４、ロックネジ３が構成されて（固定部を構成して）、アクセサリ取付枠１
をレンズ装置に固定していたが、本発明はこれに限定されることはない。周方向の複数の
箇所に固定部を構成してもよく、少なくなくとも１か所に構成されれば、本発明の効果を
享受することができる。
【００３０】
　本実施例では板ばね４が固定される端面１ｄをカメラ側として、レンズ装置５のフラン
ジ部５ｂと当接する構造としたが、板ばね４を被写体側の端面に固定しても得られる効果
は同じである。
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【実施例２】
【００３１】
　以下、図４、５を参照して、本発明の第２の実施例による、光学アクセサリについて説
明する。
【００３２】
　図４において、アクセサリ取付枠１の内径部１ａには、アクセサリ取付枠１の材質とは
異なる材質からなる摩擦材１ｆがロックネジ（雄ねじ部）３が設けられる位相の反対側の
内周面に、図５に例示するように、少なくとも１８０°の範囲にわたって一体的に設けら
れる。摩擦材１ｆはゴムまたはエラストマーからなり、ゴムの場合は内径部１ａに接着に
より固定され、エラストマーの場合はアクセサリ取付枠１と一体で成型することで固定さ
れる。また、摩擦材１ｆのレンズ装置５の外径部５ｂとの間の摩擦係数は、アクセサリ取
付枠１と外径部５ｂとの間の摩擦係数より大きいものとする。
【００３３】
　その他の構造は実施例１と同様であるため省略する。
【００３４】
　光学アクセサリとしてレンズフード２をレンズ装置５に取り付ける際には、ロックネジ
３の締付けにより、ロックネジ３の反対側の内径部１ａに力が加わる。内径部１ａには摩
擦材１ｆが設けられているため、ロックネジ３の軸力が一定である場合、摩擦材１ｆが構
成されない場合よりも大きな摩擦力が発生する。
【００３５】
　以上説明したように、本実施例の光学アクセサリは、実施例１の光学アクセサリと同様
の効果が得られると共に、アクセサリ取付枠の内径部に摩擦材を構成することにより、光
学アクセサリのレンズ装置への固定をより強固に行うことが可能になる。
【００３６】
　それにより、光学アクセサリをレンズ装置に取り付けた際に、光学アクセサリに外力が
かかった場合において、レンズ装置に対する光学アクセサリの位置ずれや、レンズ装置か
らの脱落が起きにくくなる。
【００３７】
　また、摩擦材をエラストマーによる一体成型により設ける場合、固定の強化だけなく、
アクセサリ取付枠の内径部の形状精度の向上が可能になる。
【００３８】
　ところで、ロックネジ（雄ねじ部）の締め込みでアクセサリ取付枠はロックネジの締め
込み方向に向けて略楕円形に変形する。そのため、ロックネジから９０°の位相において
は、アクセサリ取付枠は内径側に向けて変形する。摩擦材をロックネジの反対側の位相か
ら両側それぞれに対して９０°以上の範囲にわたって一体的に設けることにより、摩擦材
がアクセサリ取付枠の内径側への変形による力を受けるため、光学アクセサリのレンズ装
置への固定をさらに強固に行うことが可能になる。
【００３９】
　また、本実施例では摩擦材１ｆとレンズフード２を別の部品として説明したが、アクセ
サリ取付枠１がレンズフード２の専用枠である場合、摩擦材１ｆとレンズフード２を一体
的に成型しても同様の効果が得られる。
【００４０】
　また、本実施例では摩擦材を構成範囲の中に一律に設ける例を示したが、摩擦材を１８
０°以上の範囲に点在させても同様の効果が得られることは言うまでも無い。
本発明の光学アクセサリを備えたレンズ装置、及び、本発明の光学アクセサリを備えたレ
ンズ装置とカメラ装置を含む撮影装置において、本発明の好ましい効果を享受することが
できる。
【００４１】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
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【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明は、レンズのアクセサリに関し、特にレンズの被写体側に取り付けられる光学ア
クセサリに好適なものである。
【符号の説明】
【００４３】
１　：　アクセサリ取付枠
１ｂ　：　雌ネジ（雌ねじ部）
２　：　レンズフード（光学アクセサリ）
３　：　ロックネジ（雄ねじ部）
４　：　板ばね（弾性部材）
４ｃ：　凸部
５　：　レンズ装置
５ｃ：　位置決め溝

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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